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改正 
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一般競争入札による普通財産売払事業実施要綱 

一般競争入札による市有地売払事業実施要綱（平成18年３月20日制定）の全部を改正す

る。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市が保有し、将来にわたって利用する見込みのない土地及び建物（工

作物又はこれに付随した諸設備を含む。）（以下「普通財産」という。）を、関係する

法令、条例又は規則に定めるもののほか、一般競争入札（以下「入札」という。）方式

で売り払うことにより、財源の確保をするため、入札による普通財産売払事業（以下「事

業」という。）を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（売払対象地） 

第２条 この事業により売り払う普通財産（以下「売払物件」という。）は、次の各号の

いずれの要件も満たす普通財産の中から、市長が岩国市売払財産選定委員会設置規程（平

成18年訓令第31号）に基づき設置する岩国市売払財産選定委員会に諮り、決定する。た

だし、岩国市政策戦略会議規程（平成26年訓令第３号）に基づき設置する岩国市政策戦

略会議又は岩国市プロジェクトチームの設置及び運営に関する要綱（平成18年３月20日

制定）に基づき設置するプロジェクトチーム（同要綱第３条第１項に規定するチーフが

副市長であるものに限る。）において、一般競争入札（条件付一般競争入札を含む。）

方式により売り払うことを決定した普通財産については、この限りでない。 

(１) 市において、将来にわたり利用する見込みのない普通財産であること。 

(２) 国、山口県その他公共団体において、利用する希望のない普通財産であること。 

（売払物件の調査等） 

第３条 売払物件については、当該売払物件に隣接する土地との境界を確定するとともに、

必要に応じて境界標を設置し、併せて地積測量図、公図その他登記関係資料を整備する

ものとする。 

２ 売払物件の財産管理者（岩国市財務規則（平成18年規則第52号。以下「規則」という。）

第２条第７号に規定する財産管理者をいう。以下同じ。）は、売払物件に係る必要事項

等について確認し、売払物件説明書（様式第１号）を作成するものとする。 

（予定価格） 

第４条 売払物件の予定価格は、不動産鑑定士による鑑定評価額等を参考として岩国市不

動産評価委員会規程（平成18年訓令第30号）に基づき設置する岩国市不動産評価委員会

において決定した額とする。 



２ 予定価格は、最低入札価格として公表するものとする。 

（登録免許税額の算出） 

第５条 売払物件が落札された場合に必要となる当該売払物件の所有権移転登記に係る登

録免許税の税額については、入札の執行前に算出しておくものとする。 

（入札参加者の資格制限） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加資格を有しない。 

(１) 日本国内に居住していない者 

(２) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復

権を得ない者 

(３) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）第167条の４第２

項各号のいずれかに該当する者で、その事実があった後、２年を経過しない者及びそ

の者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者 

(４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第32条

第１項各号に掲げる者 

(５) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第

５条第１項の規定による観察処分を受けた団体又は当該団体の役職員若しくは構成員 

(６) 破壊活動防止法（昭和27年法律第240号）第４条第１項に規定する暴力主義的破壊

活動を行った団体又は当該団体の役職員若しくは構成員 

(７) 前各号に該当する者から委託を受けた者 

(８) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者 

（入札の公告等） 

第７条 入札を行おうとするときは、原則として、規則第93条本文に定める日までに次の

事項を岩国市公告式条例（平成18年条例第３号）の規定により公告しなければならない。 

(１) 入札に付する売払物件の所在地、地目、構造、面積、最低入札価格、現地説明会

の日時その他必要事項 

(２) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(３) 普通財産売払いに係る一般競争入札参加者募集要項（以下「募集要項」という。）

の配布の期間及び場所 

(４) 契約事項の開示場所 

(５) 入札参加申込み受付期間及び場所 

(６) 入札保証金及び契約保証金に関する事項 

(７) 入札書の提出方法及び到達期間 

(８) 開札日時及び場所 

(９) 入札の無効に関する事項 

（現地説明会） 

第８条 現地説明会では、売払物件の状況、入札及び契約に関する事項を説明するものと

する。 

（入札参加申込み） 

第９条 入札に参加しようとする者（以下「入札申込者」という。）は、申込書等の受付

期間内に、次に掲げる申込書類（以下「申込書類」という。）を受付場所に持参し、又



は郵送しなければならない。この場合において、申込書類は、受付期間中に受付場所に

到達したもののみを有効とする。 

(１) 一般競争入札参加申込書（様式第２号） 

(２) 身分証明書（個人の場合に限る。） 

(３) 住民票（法人の場合は履歴事項全部証明書）の写し 

(４) 印鑑登録証明書（法人の場合は印鑑証明書） 

(５) 普通財産売払いに係る一般競争入札に関する誓約書（様式第３号） 

(６) 役員等名簿（様式第４号）（法人の場合に限る。） 

(７) 代表者選任届（様式第５号）（売払物件を共同買受けしたい場合に限る。） 

２ 市は、前項の規定により提出された申込書類により、入札申込者名簿（様式第６号）

を作成するものとする。 

（参加資格の審査等） 

第10条 市長は、申込書類の提出を受けたときは、速やかに入札申込者の参加資格の有無

について審査し、一般競争入札参加資格確認通知書（様式第７号）により当該入札申込

者に通知するものとする。 

（入札保証金） 

第11条 前条の通知を受けた者は、入札保証金として、入札しようとする金額の100分の３

以上（円未満切捨て）の金額を市指定の納付書により納付しなければならない。この場

合において、入札保証金には利息を付さないものとする。 

（入札の方法等） 

第12条 入札者は、入札書（様式第８号）に必要事項を記入し、押印の上、納入通知書兼

領収証書とともに、指定された到達期間内に、日本郵便株式会社岩国郵便局（以下「指

定郵便局」という。）留の一般書留郵便の方法により提出するものとする。 

２ 市長は、到達期間終了後の入札書について、書換え、引換え又は撤回を認めないもの

とする。 

（入札の辞退） 

第13条 入札者は、入札書を提出した日から開札時刻までに、一般競争入札辞退届（様式

第９号）により、入札を辞退することができる。 

（入札書等の保管等） 

第14条 入札執行者は、入札書等を指定郵便局から回収した後は、開札時刻まで厳重に保

管するものとする。 

（開札前の簡易審査） 

第15条 開札事務従事者は開札の前に簡易審査を行い、当該簡易審査を行った結果、入札

参加資格のない者が行った入札は無効とする。 

２ 前項の簡易審査は、入札書等の指定郵便局への到達日及び募集要項に記載された提出

方法について、その内容の適否を審査するものとする。 

（開札） 

第16条 開札は、指定の場所において、入札者又は入札者から委任を受けた者（以下「立

会人」という。）を立ち会わせて行うものとする。ただし、特別な事情により市長が認

める場合は、この限りでない。 



２ 入札者から委任を受けた者が開札に立ち会う場合は、委任状（様式第10号）を提出し

なければならない。 

３ 開札時に、立会人がいないときは、令第167条の８の規定により、当該入札事務に関係

のない職員を立ち会わせるものとする。 

４ 開札に際しては、入札額が入札保証金から算出した入札限度額内であることを確認す

るため、入札調書（様式第11号）を作成しなければならない。 

５ 立会人（第３項の規定により立会いを行う職員を含む。）は、当該開札終了後、開札

確認書（様式第12号）に署名を行うものとし、公正かつ適正な開札であったことを確認

するものとする。 

（落札者の決定） 

第17条 開札の結果、予定価格以上で有効な入札のうち、最高の価格をもって入札した者

を落札者とする。 

２ 前項の規定による開札の結果、落札者となる同価格の入札者が２人以上あるときは、

該当する者が全員立会人である場合にあっては、該当者全員により直ちにくじを引かせ

て落札者を決定するものとし、そうでない場合にあっては、市が指定した日時に該当者

全員によりくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、該当者の

うちでくじを引かない者があるときは、当該くじ引きを辞退したものとみなし、辞退し

た該当者に代わり、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

（入札結果の公表） 

第18条 落札者が決定したときは、開札時に落札者の氏名及び落札金額を立会人に公表す

るものとする。 

２ 入札執行者は、立会人が開札に立ち会っている場合を除き、開札後速やかに入札者に

対し、開札結果通知書（様式第13号）により通知するものとする。 

３ 市は、落札のあった売払物件について、当該物件の所在地、地目、構造、面積、最低

入札価格、落札金額及び落札者（個人法人の区分のみ）を公表するものとする。 

（入札執行の取消し等） 

第19条 市長は、入札の執行に当たり不正があると認められるときは、入札の執行を取り

消すことができる。 

２ 市長は、令第167条の４の規定に該当し、又は入札執行の秩序を乱す行為があると認め

られる者に対しては、その入札を拒絶し、その者を開札場から退去させることができる。 

３ 入札の執行に際し特別の事情が発生したときは、市は、入札を延期し、若しくは中止

し、又は取り消すことができる。この場合において、当該入札に係る入札者は、異議又

は苦情を申し立てることはできない。 

４ 前項の場合において、入札者に損失が生じた場合であっても、市は、その損失の補償

の責めを負わない。 

（入札保証金の返還） 

第20条 落札者が納付した入札保証金については、売買契約を締結したときに、契約保証

金の全部又は一部に充当する。 

２ 落札者以外の入札者が納付した入札保証金については、入札保証金返還請求書兼口座

振替依頼書（様式第14号）により開札完了後、入札者に返還するものとする。 



（売買契約） 

第21条 売買契約は、普通財産売買契約書（様式第15号）により締結するものとする。 

２ 契約の締結に当たっては、住所を証する書面（個人の場合は市区町村の証明書、法人

の場合は法務局の証明書）及び売買契約に必要な印紙税額に相当する額の収入印紙の提

出を求めるものとする。 

（落札の無効） 

第22条 落札者が、落札決定の日から起算して14日以内に売買契約を締結しない場合（落

札後、第６条に規定する入札参加資格を有しない者であることが判明し、失格とした場

合を含む。）は、その落札を無効とする。この場合においては、落札者が納付した入札

保証金は、市に帰属し、落札者には返還しないものとする。 

（契約保証金） 

第23条 落札者は、売買契約締結と同時に、契約保証金として、契約する金額（以下「売

買代金」という。）の100分の10以上（円未満切捨て）の金額を市指定の納入通知書によ

り納付しなければならない。この場合において、契約保証金には利息を付さないものと

する。 

２ 売買契約を締結した落札者（以下「買受人」という。）が納入期限までに売買代金を

完納しないため契約を解除するときは、契約保証金は、市に帰属し、買受人には返還し

ないものとする。 

（契約保証金の売買代金への充当） 

第24条 契約保証金は、売買代金の全部又は一部に充当する。 

（納入通知書の交付） 

第25条 売買契約締結後、買受人に対し、売買代金（売買代金から契約保証金を差し引い

た額）について、市指定の納入通知書を交付するものとする。 

２ 買受人は、売買代金を前項の納入通知書により納付しなければならない。 

３ 売買代金の納入期限は、原則として、売買契約締結の日から30日以内とする。 

（所有権移転登記の嘱託） 

第26条 市は、買受人が売買代金を完納したときは、速やかに所有権移転登記の嘱託を行

うものとする。 

２ 前項の場合において、所有権移転登記に係る登録免許税は、買受人が負担するものと

する。 

（登記完了証及び登記識別情報通知の交付） 

第27条 市は、前条の規定による所有権移転登記が完了したときは、直ちに買受人に登記

完了証及び登記識別情報通知を交付するとともに、受領書（様式第16号）を買受人から

徴するものとする。 

（契約不適合責任） 

第28条 買受人は、売払物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの

（以下「契約不適合」という。）であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の

追完の請求、代金の減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないも

のとする。ただし、買受人が消費者契約法（平成12年法律第61号）第２条第１項に規定

する消費者に該当する場合にあっては、この限りでない。 



（禁止事項等） 

第29条 買受人は、落札した売払物件について、次に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 売払物件に係る所有権移転登記の完了前に権利義務を第三者に譲渡すること。 

(２) 売買契約締結の日から10年を経過する日までの間、暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律第32条第１項各号に掲げる者が利用すること。 

(３) 売買契約締結の日から10年を経過する日までの間、無差別大量殺人行為を行った

団体の規制に関する法律第５条第１項の規定による観察処分を受けた団体又は当該団

体の役職員若しくは構成員が利用すること。 

(４) 売買契約締結の日から10年を経過する日までの間、破壊活動防止法第４条第１項

に規定する暴力主義的破壊活動を行った団体又は当該団体の役職員若しくは構成員が

利用すること。 

(５) 売買契約締結の日から10年を経過する日までの間、風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営業及び

同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供する建物

敷地として利用すること。 

(６) 第２号から第５号までに掲げるもののほか、売買契約締結の日から10年を経過す

る日までの間、市長が適当でないと認める者が利用すること。 

２ 買受人は、売払物件を第三者に譲り渡す場合においては、売買契約締結の前に当該第

三者に対し、前項第２号から第６号までの規定による禁止事項がその残存期間内におい

て適用されることを通知しなければならない。譲渡を受けた第三者がその他の者に売払

物件を譲り渡す場合においても、同様とする。 

３ 市長は、第１項の規定による禁止事項又は前項の規定による通知の義務に違反する者

が生じた場合は、当該者から売買代金の３割に相当する額の違約金を徴することができ

る。 

（実地調査等） 

第30条 市長は、前条に規定する禁止事項及び通知の義務の履行状況を把握し、違反を未

然に防止するため、随時に実地調査し、又は契約の相手方に対し所要の報告を求めるこ

とができる。 

（公租公課） 

第31条 売払物件に係る所有権移転登記の完了後に賦課される公租公課は、買受人の負担

とする。 

（提出書類に使用する印鑑） 

第32条 この要綱に基づき提出する書類に使用する入札申込者の印鑑は、第９条第１項の

規定により提出のあった印鑑登録証明書により証明されている印鑑とする。 

（その他） 

第33条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年10月１日） 

この要綱は、平成24年10月１日から施行する。 



附 則（平成30年12月１日要綱第69号） 

この要綱は、平成30年12月１日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日要綱第124号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日要綱第106号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年４月１日要綱第39号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年５月15日要綱第58号） 

この要綱は、令和６年５月15日から施行する。 



様式第１号（第３条関係） 

 



様式第２号（第９条関係） 

 



様式第３号（第９条関係） 



 



様式第４号（第９条関係） 

 



様式第５号（第９条関係） 

 



様式第６号（第９条関係） 
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様式第８号（第12条関係） 
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様式第10号（第16条関係） 

 



様式第11号（第16条関係） 

 



様式第12号（第16条関係） 

 



様式第13号（第18条関係） 

 



様式第14号（第20条関係） 

 



様式第15号（第21条関係） 





 



様式第16号（第27条関係） 

 


